
番号 1

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 農業委員会事務局

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間 4週間

　　　標　準　処　理　期　間 計 4週間

判　断　基　準

【根拠法令等】
農地法
第三条 　農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権
若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事
者が農業委員会の許可を受けなければならない。
２ 　前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
一 　所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利
を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数
等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に
利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二 　農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三 　信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
四 　第一号に掲げる権利を取得しようとする者（農地所有適格法人を除く。）又はその世帯員等がその取得後において行
う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 　農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又
は質入れしようとする場合（当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその
土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がそ
の土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作（田において稲を通常栽培する期間以外の期間
稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。）の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常
時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。）
六 　第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容
並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における
農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

審査基準及び標準処理期間整理個表

農地等の権利移動の許可

農地について所有権を移転し、または、賃借権等を設定したり移転したりしようとする場
合に当事者が農業委員会の許可を得るもの。

農地法（昭和27年法律第229号）

第3条第1項

農地法第3条第2項各号に該当しないこと。

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、

それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

標準処理期間4週間

【根拠法令等】
農地法
第三条 　農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権
若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事
者が農業委員会の許可を受けなければならない。
２ 　前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。
一 　所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利
を取得しようとする者又はその世帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数
等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に
利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合
二 　農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合
三 　信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合
四 　第一号に掲げる権利を取得しようとする者（農地所有適格法人を除く。）又はその世帯員等がその取得後において行
う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五 　農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又
は質入れしようとする場合（当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその
土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がそ
の土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作（田において稲を通常栽培する期間以外の期間
稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。）の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常
時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。）
六 　第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容
並びにその農地又は採草放牧地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における
農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

市 民 所 管 課

申請

許可

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、

それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


